
地域生活支援事業単価表（Ｈ30.10.1～） 

 

１ 地域活動支援センター 

利用区分 基準額 加算 

３０分以上１時間未満   ６１０円 低所得者に食事提供

した場合は、３００円

を加算する。 

１時間以上２時間未満 １，２２０円 

２時間以上４時間未満 ２，４３０円 

４時間以上６時間未満 ３，６５０円 

６時間以上 ４，８６０円 

送迎支援 ５４０円／片道 

 

２ 移動支援事業 

 
３０分未満 

３０分以上 

１時間未満 

１時間以上 

１．５時間未満 

以後３０分につ

き 

 

個別移動支援 
身体介護（有） ２，４８０円 ３，９２０円 ５，７００円 ８１０円 

身体介護（無） １，０２０円 １，９１０円 ２，６７０円 ６８０円 

グループ移動支援 ３０分当たり利用人員１人につき ５１０円 

※早朝（午前６時から午前８時）、夜間（午後６時から午後１０時）の場合は、２５％加算（端数は四捨五入） 

※算定方法については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の居宅介護（通院等介助）

の例によるものとする。 

 

３ 日中一時支援事業 

利用区分＼障害区分 

区分１ 区分２ 区分３ 
重症心身 

障害児者 

食事提供 

加算 
（障害支援区分

１又は２） 

（障害支援区分

３又は４） 

（障害支援区分

５又は６） 

３０分以上１時間未満 ３１０円 ４１０円 ５１０円 １，２２０円 低所得者に

食事提供し

た場合は、

３００円を

加算する。 

 

１時間以上２時間未満 ６２０円 ８２０円 １，０２０円 ２，４４０円 

２時間以上４時間未満 １，２４０円 １，６４０円 ２，０４０円 ４，８９０円 

４時間以上６時間未満 ２，４７０円 ３，２７０円 ４，０７０円 ９，７７０円 

６時間以上８時間未満 ３，０９０円 ４，０９０円 ５，０９０円 １２，２１０円 

８時間以上 ３，７１０円 ４，９１０円 ６，１１０円 １４，６６０円 

送迎支援 ５４０円／片道 

 

４ 訪問入浴サービス事業 

基 準 額 備    考 

１２，５００円 入浴等の介護に要する時間は１時間以内とする。 

 


